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「特別支援学級の教育課程の編成 ～来年度に向けて～」
特別支援学級の教育課程は、原則として小学校又は中学校の学習指導要領に基づいて編成

しますが、対象となる児童生徒の障害の種類、程度等によっては、特別支援学校の学習指導

要領を参考に、「特別の教育課程」を編成することができます。

「特別の教育課程」とは・・・

①自立活動を指導を時間を設定したり、教育活動全体を通して実施したりできる。

②下学年や特別支援学校（知的障害）の各教科の目標・内容に替えることができる。

③知的障害のある児童生徒の学習上の特性から各教科等を合わせた指導（日常生活の指導、

遊びの指導、生活単元学習、作業学習）を行うことができる。

④年間の授業時数は各学年の時数に準ずるが、授業の１単位時間については弾力的な取扱い

ができる。

⑤当該学年の教科書に代えて他の適切な教科用図書を使用することができる。

【根拠となる法令等】学校教育法施行規則第138条 、小学校及び中学校学習指導要領第１章第４の２の（１）イ

「指導内容の決定」について

□学年相応の学習が可能な教科は何か。 □下学年の指導内容で学習する教科は何か。

□交流及び共同学習が可能な教科は何か。□各教科等を合わせた指導をどう取り入れるか。

□自立活動をどう取り入れるか。（時間を設定して指導、教育活動全体での指導）

□本人及び保護者は高校受検を希望しているか。

※知的障害がある場合は、下学年や特別支援学校（知的障害）の各教科の目標及び内容に替

えることができる。知的障害がない場合は、原則として当該学年の目標及び内容を適用す

るが、必要に応じて下学年の各教科の目標及び内容に替えることができる。

「教育課程」のイメージ

知的障害の状況 学級種 編成可能な教育課程

自閉症・情緒障害 準ずる教育

肢体不自由 ○当該学年相当

無 病弱・身体虚弱 ○一部下学年

弱視 ○自立活動

難聴 ※交流及び共同学習

知的障害 知的障害代替

自閉症・情緒障害 ○下学年

有 肢体不自由 ○知的障害特別支援学校の各教科、各教科等

病弱・身体虚弱 を合わせた指導

弱視 ○自立活動

難聴 ※交流及び共同学習
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「時間割の例（小学校）」 ※通信№93より

「特別の教育課程」編成上の留意点

知的障害のない場合 知的障害のある場合

道徳科 ・必ず実施する。 ・必ず実施する。ただし、各教科等を合

わせて行う場合、その指導の形態の中

に含めて行うこともできる。

特別活動 ・必ず実施する。 ・必ず実施する。ただし、各教科等を合

わせて行う場合、その指導の形態の中

に含めて行うこともできる。

自立活動 ・必ず実施する。自立活動の内容 ・必ず実施する。時間を設定したり、教

を「個別の指導計画」に必ず明 育活動全体を通して実施したりするこ

記する。 とができる。自立活動の内容を「個別

の指導計画」に必ず明記する。

総合的な ・小学校３年生以上は必ず実施す ・原則は小学校３年生以上は実施する。

学習の時間 る。 実施しない場合は、知的障害特別支援

学校と同様の教育課程上の取扱いをす

るなどの妥当な理由が必要となる。

特別支援学級の教育課程の編成については、学校としての基本方針を明確にし、組織的、

計画的に実施する。なお、通級による指導は、障害の状態に応じた「自立活動」等の特別の

指導を通級指導教室で行うことであり、通常の学級の教育課程の一部を特別に編成したもの。

「出迎え三歩、見送り七歩」
出迎えするときは三歩前に出て内に招き入れ、お送りするときは七歩外に出てお見送りを

すること。感謝の思いと名残惜しさ、来客が無事に帰宅することを願う気持ちを表現してい

る。出迎えは誰でも丁寧にできるが、出迎えと同じような見送りができるかというと難しい。

第一印象（初頭効果）よりも、最後の印象（余韻効果）を大切にすることで、「また会いたい」

と思わせ、付き合いが継続するきっかけになる。まさにおもてなしの原点である。


